
オフィス・事業用ビルのオーナー様へ

のご案内

●省エネビル・工場・施設等の新築を検討
●既存のビル・工場・施設等の省エネ改修や、窓の結露対策を検討

ビルのオーナー様や施設管理者様において、つぎの検討をされている場合には 
断熱窓ガラスの導入によって、今なら税制支援措置を受けることができます。 （所轄 ： 経済産業省）

平成26年1月20日～平成28年3月31日

平成28年4月1日～平成29年3月31日 特別償却25％※ または 税額控除2％
即時償却※ または 税額控除3％

期間※1と税制支援措置※2

当社対象

※1  取得、かつ事業の用に供した日が基準となります。詳しくは所轄の税務署にご確認ください。
※2  税額控除における税額控除額は当期の法人税額の20％が上限と なります。また、中小企業に対する上乗せ措置は対象外となります。

※取得価額の100％を税務上損金計上可能

※取得価額の25％を税務上損金計上可能

η値：日射熱取得率（窓ガラスを通して太陽の日射熱を取り入れる割合）

※アタッチメント付タイプは対象外となります                                    η値：日射熱取得率（窓ガラスを通して太陽の日射熱を取り入れる割合）

※グリーン投資減税における断熱窓ガラスの設置は
   平成26年3月31日をもって終了となりました。
   （所轄：経済産業省）

板硝子協会に登録された
以下の製品・仕様が対象となります。

■ 真空ガラス 「スペーシア」
■ 合わせ真空ガラス 「スペーシア静」
■ 複層真空ガラス 「スペーシア21断熱クリア」

日射取得型（η値：0.50以上）

■ 真空ガラス 「スペーシアクール」
■ 合わせ真空ガラス 「スペーシアクール静」
■ 複層真空ガラス 「スペーシア21遮熱クリア」
■ 複層真空ガラス 「スペーシア21遮熱グリーン」

日射遮蔽型（η値：0.49以下）

真空ガラス

■ 低放射複層ガラス 「ペアマルチEA」
■ 低放射複層ガラス 「ペアマルチEA寒冷地タイプ」
■ 低放射複層ガラス 「ペアマルチLow-Eクリア76」
■ 低放射複層ガラス 「ペアマルチLow-EクリアK76」

日射取得型（η値：0.50以上）

■ 遮熱低放射複層ガラス 「ペアマルチEAグリーン」   
■ 遮熱低放射複層ガラス 「ペアマルチSE」  
■ 遮熱低放射複層ガラス 「ペアマルチLow-Eブルー60」
■ 遮熱低放射複層ガラス 「ペアマルチLow-Eグレー55」
■ 遮熱低放射複層ガラス 「ペアマルチLow-Eシルバー54」

日射遮蔽型（η値：0.49以下）

Low-E複層ガラス

14年以内に販売が開始された最新モデルで、かつ旧モデルと比較して年平均 1％以上性能（Ｕ値）
が向上したものとなります。   Ｕ値：熱貫流率（数値が小さいほど断熱性に優れています）
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適用対象 適用対象となる取得価額の要件

税務申告までのフロー

証明書発行の手続き

証明書発行に必要な書類

※「事業の用に直接供される減価償却資産」のみが対象であり、住宅用途は対象外となります。
※詳しくは、所轄の税務署にご確認ください。

対象設備を取得し、その1年以内に事業の用に供した個人および法人
であるオーナー様で、青色申告書を提出された方が対象となります。 最低取得価額が120万円以上（材工一式、消費税含まず）

4 申告手続き

札　幌 TEL（011）377 -2860  仙　台 TEL（022）359 -8665  東　京 TEL（03）6403 -8501
名古屋 TEL（052）238 -1391  大　阪 TEL（06）6222 -7531  福　岡 TEL（092）451 -5594

●本カタログは201 4年4月現在の情報について掲載しています。  ●本カタログに記載されている性能、数値などは保証値ではありませんのでご了承ください。
●本カタログに記載されている写真は、印刷のため実際の色と多少異なります。  ●製品の仕様等は、予告なく変更することがございますのでご了承ください。 2 0 1 4・0 4 / 0 5 ①

日本板硝子お客様ダイヤル 0120-498-023  9：00～12：00,13：00～17：30（土日祝休） 0120-498-029FAX

住まいの窓ガラス情報サイト

施工業者様

ガラス製造業者（当社で準備いたします）

ガラス製造業者（当社で準備いたします）

施工業者様（当社発行のもの）

書類名 担当者

A 産業競争力強化法の生産性向上設備等のうち先端設備に係る仕様等証明書

B  チェックリスト

D 納品書

C  生産性向上設備投資促進税制申請書

※申請書類のダウンロードおよび、記入例のご紹介は板硝子協会のホームページをご参照ください。
    http://www.ecoglass.jp/seisanseikojo/itemlist.html
※生産性向上設備投資促進税制の詳細は経済産業省のホームページをご参照ください。
    http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo.html

証明書発行のご依頼

証明書発行のご依頼
必要書類の提出

証明書の送付

証明書のご送付

証明書のご送付

ご相談1 2 3証明書発行
のご依頼

証明書の
取得

お施主様 所轄税務署

元請け建設業者様

ガラス施工業者様

日本板硝子株式会社

板硝子協会
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